
                                

１ 

 

個人情報の保護に関する法律（抄） 

（定義） 

第６０条 ＜省略＞ 

２から４まで ＜省略＞ 

５ この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又

は地方独立行政法人が保有する個人情報（要配慮個人情報を除く。）の

うち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏

見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの

として地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

 

 


